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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（樋口英一君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員はありません。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（樋口英一君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、１０番、中村 実議員、１９番、五十嵐健一郎議員を指名いたします。 
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日程第２．一 般 質 問 

 

○議長（樋口英一君） 

日程第２、一般質問を行います。 

昨日に引き続き、通告順に発言を許します。 

古川 昇議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 〔８番 古川 昇君登壇〕 

○８番（古川 昇君） 

おはようございます。 

市民ネット２１、古川 昇であります。 

発言通告書に基づきまして１回目の質問を行います。 

１、介護保険制度改定について。 

「社会保障制度改革国民会議」の報告書が８月に出てから３か月が経ちました。予算の使途には

一切踏み込まずに介護保険の持続を介護者・要介護者に自助への方向を更に強め、公助を後退させ

る方針を鮮明にいたしました。 

その方向に沿って厚生労働省は介護保険審議会に要支援者を介護保険の給付対象から外す具体案

を示しました。しかし１１月１４日、厚生労働省は介護保険部会に要支援を介護サービスから全面

廃止、市町村事業移管方針の撤回案を提出いたしました。市町村事業移管は変わっておりません。

新たな方針を示しました。 

訪問看護・リハビリなどは介護保険対象としますが訪問介護とデイサービスは市町村に移管する

と、こういうふうになっております。依然として介護費用の削減ありきで制度改定を進めておりま

す。 

このまま推移すると介護の地域間格差が拡大し、保険事業の存在が試されると考えます。以下の

項目について伺います。 

(1) 糸魚川市の介護事業に与える影響について。 

(2) 第５期施設計画の現状と今後の施設・在宅のバランスについて。 

(3) 認知症の人が住みやすいまちづくりと相談・集い場の設定について。 

(4) 要支援・軽度要介護者の自立度評価と健康増進の連携について。 

２、食物アレルギーについて伺います。 

子どもの食物アレルギー事故が続いております。昨年１２月、東京都調布市の小学校で悲しい死

亡事故が発生しました。県内でも実際に起こったのは８月のようでありますが、１０月２６日付の

新聞に卵アレルギーによる急性ショック発症と報道されております。 

食物アレルギーのある子どもは、全国でおよそ３３万人いると言われ、今や食物アレルギーは、

症状のある子どもと家族だけの問題ではなくなってきております。私たち一人ひとりが理解をして

地域社会全体で対応を知ることが重要だと思っております。 

子どもたちが通う幼稚園、保育園、小中学校において安全で安心して生活できる環境づくりに一
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生懸命取り組まれていることと思いますけれども、食物アレルギーの注意点や対応策についてお伺

いをしたいと思います。 

(1) 糸魚川市の食物アレルギーがある子どもたちの状況について。 

(2) 幼保・小中学校の取り組み施策の現状について。 

(3) 家族と教育現場との連携について。 

(4) 行政・学校・医療機関との連携について。 

(5) ヒヤリハットや情報など、行政と現場機関との共有について。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

おはようございます。 

古川議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、要支援の方の介護予防サービスの一部が介護保険制度から市町

村へ移行することから、財源や事務の負担が増加することが懸念されます。 

２点目につきましては、第５期介護保険事業計画において、特別養護老人ホームでは９０床の増

床を計画いたしておりましたが、４０床の見込みとなりました。 

住みなれた地域で過ごせるよう、在宅福祉の推進に努めてまいります。 

３点目につきましては、認知症サポーター養成講座と介護予防普及教室等で、見守り支援や認知

症ケアの啓発を行っております。 

相談の場といたしまして、家族の相談会や精神保健相談を行っており、集う場といたしまして、

家族の集いや、いきいきサロンなどを行っております。 

４点目につきましては、介護予防事業や健康事業と連携をし、介護状態が改善するよう取り組ん

でまいります。 

２番目の食物アレルギーのご質問につきましては、この後、教育長から答弁いたしますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

竹田教育長。 〔教育長 竹田正光君登壇〕 

○教育長（竹田正光君） 

おはようございます。 

古川議員のご質問にお答えいたします。 

２番目の１点目につきましては、食物アレルギーがあり、給食の対応が必要な園児は５９人、

小・中学校の児童生徒は４５人であります。 

２点につきましては、入園、入学時の面談の際、聞き取り調査を行い、保護者から医師の診断書
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や指示書などを提出していただき、給食での対応をしております。 

３点目と４点目につきましては、子どもの成長等に伴い症状が変わることもありますので、保護

者との連携を密にし、医師の診断書等に基づき対応しております。 

また、保育園等から小学校、小学校から中学校への入学に際しては、対象児童の情報を共有する

とともに、改めて医師の診断書等の提出を求め、対応を決めております。 

５点目につきましては、食物アレルギーで発作等があった場合は教育委員会へ報告させ、その状

況等を全ての園、学校へ周知し、情報共有を図ることにしております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

では、２回目の質問に入ります。 

先ほど答弁をいただきましたけれども、前回、９月議会では国民会議の報告内容でしたので、市

長は、細部についてはこれから動向を注視をしていきたいということであります。 

あれから３カ月を経過したわけでありますが、具体的に厚生労働大臣、あるいは保険部会での実

態を踏まえての報道が詳しくなされているわけであります。そうしますと介護実態、あるいは要支

援認定者に対する国の見方、これはもうはっきりしてきたんだというふうに私は思いますけれども、

今までの話し合いの流れをどう見ておられるのか。先ほど財源、事務量という話もありましたけれ

ども、改めてお聞きをしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

おはようございます。お答えいたします。 

９月議会以降、国のほうからいろいろな方向性が示されておりますが、要支援者の方にとりまし

て１対１の支援から、地域全体で支援する形に変わっていくのではないかというふうに捉えており

ます。 

また、訪問介護と通所介護が市町村へ移行される。この２つにつきましては地域の中で、例えば

元気な高齢者の方が要支援者の方を支援できる体制、また、通所であれば今のデイサービスを利用

して、どのような取り組みができるかというところを、こちらのほうでも検討していきたいという

ふうに考えております。 

また、国のほうでもガイドラインを示す方針を情報としていただいておりますので、その部分で

も注視していきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 
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○８番（古川 昇君） 

今、論議されてる観点は、私は要支援者ですね、これを介護サービス、給付サービスから除外を

していくということは、私は間違いないと思うんですよね。そうしますと今までのサービスは、も

う絶対にこれは下がるということが目に見えております。 

その中でありますが、改めて提案された中をよく見てみますと、専門的にかかわらなければなら

ない。この分野についてはサービスが成り立たないということで、訪問看護、あるいはリハビリ、

ショートステイ、それから訪問入浴、それから福祉用具の貸し付け、これは介護サービスでやりま

すよというふうに改めて提案をしてきたわけですね。これはやっぱり専門士がかかわらないと、こ

のサービスは成り立たないということを厚労省が認めたんだと思うんですよね。 

訪問看護については、これは要支援者の中には対象者は少ないんですよ。ですからサービス給付

は、そんなに存在してないという、そういうところだけを取り上げて、こういうふうにやってきた

と私は見ます。一方で訪問介護、それから通所介護ですね、これはサービスから除外するんだとい

うふうに言っておりますけども、これは市町村に任せて、あるいはＮＰＯ、あるいはボランティア

さんに任せていくんだという方針は、これはもう明確にされているわけで、介護保険部会で論議さ

れているこの内容についてでありますけれども、結果的には、自分で何とかしなさいということを、

私は通告してるんだろうというふうに思うんですよね。こういう冷たい方針、皆さんはどういうふ

うにお考えになるか、改めてお考えを伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

国のほうでは、自分で何とかしろというふうに言ってるわけではないというふうに考えておりま

す。地域のコミュニティといいますか、お互いに助け合うという力を、今までの日本の国がやって

いた、お互いさまのそういう力を発揮していただきたいと。そういう中で、経費を節減していきた

いというふうな考え方であろうというふうに思っております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

言い方とすれば、そういうふうになるんだろうと思いますけれども、今の地域の実態を見れば、

なかなかそういうところにはなっていないというのが私の考えであります。 

というのは核家族化が進んで、今の状況の中にそういうものが存在するかどうか、あるいは改め

てつくり出していくという、そういう決意があれば別ですけど、そういうふうには私はなかなかな

らないんではないかというふうには思います。 

それからこういうふうになった、要支援を組み立てたというのは、２００６年の介護改定で、こ

ういうふうに要支援の１・２、介護の１を分解して７段階に分けたわけでありますけれども、これ
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を入れたのは介護サービス、いわゆる介護に陥らない前に、きちっと介護予防を確立していくんだ

ということが方針だったと思います。在宅介護サービスを削ってまで、要支援というところに重点

化をしたわけでありますけれども、サービスが要るんなら自前でお金を払ってというふうな、あま

りにも身勝手な、理不尽じゃないかというふうに私は思いますけれども、介護保険をこれだったら

何のために払い続けてきたのかというのがわからなくなってしまう。そういう人も私は出てくると

思うんですが、ここについてはいかがお考えですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡市民部長。 〔市民部長 吉岡正史君登壇〕 

○市民部長（吉岡正史君） 

お答えします。 

まず、私はこの福祉にしろ医療にしろ今の少子化・高齢化が進んでいる中で、財源が限られた中

で、どうやってその福祉、あるいは医療等を増進するかということだと思っております。そういう

中で、やはり困っている人、つまり所得が低いとか、あるいは障害があるとか弱者を重点に支援を

していく。そして負担できる人には、できれば負担をお願いしていきたいというふうに思っており

ます。 

ただ、今回の国の方針は、市町村にある程度責任を持たせる形で、はっきり言えば負担があると

いうことでございます。そういう中で、私ども市町村においてもやはり格差があるわけです。財源

的に余裕のある団体とない団体、そういう中でやはり国としては、この福祉だけじゃないんです、

補助率が例えば２分の１とか４分の１とか定率になってますよね。こういうものをやはりその市町

村の状態に、例えば財政力指数とかそういうものを考慮して定率の補助ではなく、その市町村の力

に応じたような財源を配分していただけるような形で、財政力の弱い市町村を支援するような財源

の仕組みも、あわせて考えていただきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

言ってみりゃそういうことになるんだろうと思いますけれども、それでは国が社会福祉というふ

うに言ってるそのものが、私は崩れていくと思うんですよね。そこのところを公費をずっと削減を

していくということになれば、結局は私が言ってるように、自分で何とかせえということになるん

だと思うんです。それは自治体であれ、個人であれ、地域であれ、変わらないというふうに思いま

す。 

そこで、全国で要支援者１５０万人というふうに言われておりますけれども、糸魚川市で要支援

認定者のサービスをやめた場合、何人に影響が出て、削減できる金額、これはおおよそどのくらい

になりますか、教えていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 
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○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

平成２５年４月１日現在で要支援１の方が２１４人、要支援２の方が３４１人、合計で５５５人

いらっしゃいます。平成２４年度の決算では、予防の訪問介護が２,９３７万１,０００円、予防通

所介護が６,０８０万５,０００円となっておりまして、合計で９,０１７万６,０００円の決算とな

っております。その部分が全て削減されるわけではございませんが、予防給付では、この金額とな

っております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

９,０００万円といえば大きな金額だと思いますけれども、それが全体ではないということ、し

かし、かなりの金額としては削減できる、そんな方向が見えてきております。 

要支援者の受けていたサービスをＮＰＯ、あるいはボランティアさんに任せた場合、安い賃金で

受託をすることができる。全国一律だったサービスの種類や報酬単価を市町村が決定をして、市町

村の裁量が働くようにすれば、経費が確実に抑えられるというふうにも言っております。これの効

果が、毎年６％ぐらい上がるものが、４％ぐらいに抑えられるんだというふうにもしております。

自治体に任せればサービスが充実をしてコストも下げられると、こういう計算でありますけれども、

こんなうまい話はあるんですか、お聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

こちらの抑制の数字につきましては、国全体の試算であるというふうに考えております。 

当市において、例えば１対１のサービス支援であれば、その部分が削減になるかとは思いますけ

れども、１人の方に対して地域の方、二、三人の方が例えば見守りであるとか、お家の中へ行って

支援をするという形になれば、削減の状況につきましては、ちょっとまだここでは試算はいたして

おりません。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

そんなうまい話は、私はそうそこらに転がってはいないと思います。先ほど吉岡部長が言われま

したように自治体サービスの種類、あるいは報酬単価ですね、これに裁量を加えるということがで

きれば、自治体の財政に影響される、できるところ、できないところがやっぱり出てきて、地域間
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の介護格差が私は生まれてくると思います。 

その上に立って事業の受け手、受け皿ということでありますが、これをつくり出していくのは、

私はさらに困難が伴うというふうに思います。最初は、ふぞろいなスタートでも構わない。法律を

決めて、それから第６期のスタートというふうにもなっておりますけれども、やっぱり自治体の力

が試されるということに私はなるんだと思うんですね。自治体の力がなければ、この格差はますま

す広がっていくと思いますけれども、この体制確立、これはどのように立てていきますか。それと

も、そういうめどはあるんですか、お聞かせをいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

受け手のつくり方、つくり出し方というのは、大変難しい問題であるというふうに思っておりま

す。国のほうでは単身世帯であるとか、２人世帯の方がふえることによって、地域のほうで支援し

ていきましょうというような形をとっておりますけれども、その支援をする方たちをどういうふう

にしてコーディネートしていくかということが、大きな課題であるというふうに思っております。 

また、国のほうではいろんな各市町村で、先進地的に事業の取り組んでいる市町村もございます

ので、その事例をお聞きする中で、糸魚川市に合ったやり方を検討してまいりたいというふうに考

えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

弱い方々を、これ以上サービスから除外をするというようなところにならないように受け皿、こ

れは非常に大切でありますので、ここのところはしっかりとやっていただきたいというふうに思い

ます。 

それから、さらにはもっと提案、厳しいのが出てるわけでありますが、補足給付であります。こ

れは資産要件を勘案をして、預貯金、あるいは資産まで管理していくんだというふうな方向も出て

るわけですね。この点については、いかがお考えですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

見直し案につきましては、たくさん所得のある方に２割を負担をしていただくという考え方につ

いては、やむを得ないのではないかというふうに思っておりますけれども、その資産をどのように

市町村のほうで把握するか、どこまで市町村が踏み込めるのかというところが、大きな課題だろう
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というふうに思っております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

補足給付で預貯金ということになると、財産まで、そこまで手を入れるという話になってくるわ

けですね。こういう考え方がどうかというふうに私は聞いたんでありまして、先ほど言われたよう

に２割に上げるということになると、この高額所得者という方は、いわゆる分類でいえば一番上の

一番高い介護保険料を払っている方ですよね。私はやっぱりこれって公平じゃなくて、二重払いに

なってくると思うんですよ。負担を多くしている人に、さらにまた負担をかけていくという考え方、

これに対してはどうかというふうにお伺いしたんで、もう１回お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡市民部長。 〔市民部長 吉岡正史君登壇〕 

○市民部長（吉岡正史君） 

まず、形式的には預貯金を調べるとか、そういう事務量が非常に大きな負担になります。そうい

う時点で、例えば福祉の担当部署がそこまでやるとなると、これは大変な事務量です。それから、

あわせて過去の人間の生活といえばおかしいんですが、一生懸命こつこつとためてきた人と、場合

によっては、極端な言い方をしますけれども、遊んでいろいろ使ってきた人が、後になって困った

からと、こういう問題もあるわけです。何が公平かということも非常に課題がありますので、今の

ように預貯金だとか、財産だとかというものを一律に導入することが本当に正しいことなのか、そ

れも私はちょっと疑問は感じております。ただ、負担できる人たちがどういう人たちであるかとい

うことが、なかなか一律につかめないところで、こういう預貯金という話も国から出てきたのかな

というふうには感じております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

補足給付ということになると在宅から施設に入った場合、そこで負担料が高いということになれ

ば、これは公費で負担をしていく。そうでなければ施設の経営が成り立たないというところがある

わけですよね。それが大き過ぎる。要は、在宅にいらっしゃった方は、住所を全部施設に移すわけ

ですね。そうなると、もう低所得者になるというのは目に見えておりますよね。そこの負担をやっ

ぱり資産までいくんだというふうに言ってるわけですね。この考え方は、私はやっぱり許されるも

んではないというふうには思います。 

それから先ほど言われましたように、自助等を前面に出して市町村に強調してきた。行政と地域

でお互いに助け合う互助ですよね、ここを打ち出しているわけでありますが、隣近所に困っている

人がいれば、助け合うのは当然のことだと思います。しかし、介護保険料を払っていれば、いずれ
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は自分の生活が困難になったときに介護保険で助けてもらえる。こういうふうに思って制度を支え

てきた国民はどうすればいいんですか。今のような形でいけば、結局はここのところが救われない

というふうになってくると思うんですね。給付削減は事業の基本だから、支援の認定者にはサービ

スに頼るなというふうに私は言ってるのと等しいと思います。こんな大きな問題を抱えてる制度改

定でありますが、私は撤回せえというふうにも迫ってほしいと思うんですが、全国市長会では、こ

れはもう受けたというような内々の話も聞いておりますけども、市長、どうですか。これはもう撤

回せえというふうに言うしかないと思うんですが、皆さんのほうは決まれば一生懸命おやりになる

んだと思いますけれども、考え方としてどうかということをお伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

我々も今、１回目の答弁でお答えさせていただいたように、非常にまだまだ詰めなくちゃいけな

いところがあるわけでありまして、ただ、我々といたしましても、１つの今の方向だけでいくと大

変な問題、課題を抱えてくるわけでございますので、やはりその辺を、どのように捉えていくかと

いうところの中から出てきてる問題でもあるわけでございますので、前向きに捉えながら、しかし、

我々地方自治体、基礎自治体といたしましても、どのように高齢化社会に対応していくかというの

は大きな課題であるわけでございますので、その辺の部分的なとこだけで捉えるんじゃなくて、全

体で捉えながら進めていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

全国市長会でという話をいたしましたけれども、老健局の原局長が非常に強気な挨拶をしてると

ころがあります。もう既に決まったというふうな発言を、私、調べたらそういうふうなところも出

てるわけであります。これは自助、公助をしっかり育んでいくんだと。今の介護保険制度そのもの

は、国民にこのまんま増大していけば理解をしてもらって、犠牲になってもらうということではな

いですけど、国民にしっかり理解をしてもらって支えてもらわなきゃいけないんだ。その際に市町

村、いわゆる地方自治体の役割が非常に重要で、市町村には大きな仕事をしてもらう。それについ

ては、支援もしていくんだというふうな発言もされております。 

ですから皆さんが先ほど言われてるように、決まれば一生懸命やって、その支援については、い

ろんなところで出されていくとは私は思いますけれども、こういった問題ですよね、やっぱりきち

っと早目に対処して、糸魚川市の介護保険をきちっとやっていってもらいたいというふうに思いま

す。 

それから次に移りますが、５期の施設計画であります。これについてお伺いをしたいと思います、

現状ですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 
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加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

今期の整備につきましては、特別養護老人ホームのおおさわの里４０床、平成２６年度に国保診

療所ができました後から、始めるというふうな予定になっております。また、短期入所、ショート

ステイの関係ではございますが、今、整備中でございまして、２０床ではありますが、平成２６年

４月に開所予定となっております。ほかの計画については、まだ未定でございます。多分、今期で

の整備は、難しいのではないかというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

おおさわの里４０床、これ実際は３２床ということでありますけれども、２６年、診療所の後と

いうことなんですが、これは５期の中で約束で、２６年、サービス開始というふうにたしかなって

たと思います。これ間に合うんですか、お聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡市民部長。 〔市民部長 吉岡正史君登壇〕 

○市民部長（吉岡正史君） 

今ほどのご質問の件なんですけども、私どもの診療所の建設が、来年の一応８月下旬という見込

みでございます。その後、おおさわの里が整備をするとした場合、今現在使っている診療所を取り

壊し、それから工事に入るわけですので、２７年３月までの開業というのは、私は非常に難しいの

かなという気はします。ただ、今は２６年度着手に向け一生懸命、県と折衝している段階でござい

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

そうしますと、第５期のこの中に確立をされたものは、おくれている、できないということで間

違いないんですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡市民部長。 〔市民部長 吉岡正史君登壇〕 

○市民部長（吉岡正史君） 

おおさわの里の着工時期、それから工事期間、これはまだ明確にはなっておりませんが、私ども

積雪地域のことを考えますと、やはり２６年度中のサービス開始というのは厳しいのかなという考

えで、絶対できるとか、できないというのは、今、ここで明言できる状況ではございません。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

じゃあ今伺いますと、これは約束違反じゃないですか。できないという話は、もう確実でしょう、

これ。そんな３カ月ぐらいで完成するわけないですからね、そしたら、これはもう約束したことは、

できませんよというふうにはっきり言わなきゃならないと思うんですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡市民部長。 〔市民部長 吉岡正史君登壇〕 

○市民部長（吉岡正史君） 

今ほども申し上げたように私個人としては、かなり厳しいのかなと思ってます、工期的に。ただ、

いわゆる第５期で、サービスをしたいというための増築を今するわけですよね。それに今、全力を

挙げてるところでございますので、サービスができないと明言するということではなく、何とかこ

の５期のサービスの実現に向けて全力を挙げていきたいということです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

苦しい答弁はわからんでもないですけれども、恐らく工期的には、もう無理だというふうに思い

ます。 

それから、さらにはクレイドルやけやまの５０床、これも残っているわけですよね。これの経過

を教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

今期での５０床増設につきましては、計画のところで載っておりますけれども、増設の整備につ

きまして例えば用地、あと職員確保の点から、困難であるというふうに施設側のほうからお聞きし

ております。今の状況は、このような状況でございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

そうしましたらこの５０床ですが、凍結したんか、やめたんか、継続していくんだということな

んか、これどういうふうになるんでしょうか、お聞かせください。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡市民部長。 〔市民部長 吉岡正史君登壇〕 

○市民部長（吉岡正史君） 

今ほど福祉事務所長がお答えしましたように、実現するためには、まだまだ解決しなきゃならな

い課題があります。そういう中で、今現状では計画はしましたけれども、実現ができなかったとま

では言い切れませんけども、非常に厳しい状況であるということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

私は３つ示して、はっきりどこかというふうに聞いたわけでありますけれども、私は第５期の

５,８６０円、この保険料を決めるときに、これは約束事であったはずなんですよね。そういうこ

とになると、今、お話をされたようなことになると、これどうしたんだという話になるわけですよ。

その前提に立って皆さん、地域で説明されたわけですよね。それに対してはどうお答えするんです

か、お聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡市民部長。 〔市民部長 吉岡正史君登壇〕 

○市民部長（吉岡正史君） 

介護保険料については、今、計画のことが実現できるという形で、もう盛り込んだ介護保険料に

なっております。したがいまして、今ほど実現ができなかった分については、はっきり言えば介護

保険料が多いということになるかと思っております。したがいまして、今現状でいただいている保

険料で余剰金という形になれば、次期への繰り越しとしてしっかりと積み立てて、次期の介護保険

料の算定に対しての剰余金という形で、させていただくという形になるかと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

そうしますと、その中身については私は今言われたようなこととは、やっぱり違うと思いますよ

ね。やっぱりそれはきちっと責任を持って、そのことは私は解決の方向を出してもらいたいという

ふうに思います。それだけ申し上げておきます。 

あとは次に移りますが、この施設のバランスでありますけれども、今の要介護者、あるいは要支

援者、いろんな介護されてる方がいらっしゃいますけれども、施設の充実していく方向ですよね。

今、出されているのも、うまくいってないというところがありますけれども、今後、施設の整備は

どういうふうに図っていくのか、基本的なところ。それから特養の整備は将来的にどうしていくの

か、在宅のバランスですよね、ここのところをお聞かせいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

施設と在宅の方向性ということでございますが、今現在、施設のほうの費用というのはかなりか

かっております。また、要介護度の認定を受ける方については、平成３５年ぐらいをピークに、下

がってくるのではないかというふうには試算させていただいております。そのことを考えますと、

施設をこれから進めていくということにつきましては、慎重に対応していきたいというふうに思っ

ております。現段階におきましては、在宅介護を重視していきたいというふうに思っております。 

そのためにはグループホーム、あと小規模多機能型の事業所につきましては、皆様のご意見をい

ただきながら、また、次期の計画を立てる段階で、市民の方からアンケートもする予定にしており

ますので、その声を聞く中で検討してまいりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

やっぱり地域密着型、これの施設ですよね、こっちのほうにやっぱりシフトしていくべきだとい

うふうに思います。それでお聞きしますが、要介護３の方がお二人いらっしゃって、一方は在宅介

護、もうお一人は特養で介護を受けているとします。この２人の受けておられるサービスの考えら

れる違い、大きなポイントを教えていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

施設のほうでサービスを受ける場合につきましては、施設の方から２４時間支援をいただけると

いうこと。あと在宅にいらっしゃる場合ですと、家族、またはヘルパーであるとか、デイサービス

であるとかというところで、２４時間の支援はなかなか難しいのではないかというふうに考えてお

ります。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

今言われましたように３６５日２４時間、施設のほうでは介護つき、食事も３食、必ず出てまい

ります。一方で、在宅介護ですね、これは３６５日、８時から５時まで介護、看護つきのものを選

ぶことができます。食事は家族、あるいは本人の事情によります。もしかしたら、食べられないと
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いうこともあるかもしれません。夕方５時から朝の８時まで、これはサービスはない。ここのとこ

ろが大きな違いであります。この大きな違いですね、５時から８時まで、これが利用できないとい

うふうになれば、在宅介護の夜間介護、看護のサービスがなければ施設への流れですよね、これは

私はとまらないと思うんですよね。やっぱり希望する方は多いと思います。１人世帯、２人世帯で

は切実だと思いますけれども、これの考え方、もう１回お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡市民部長。 〔市民部長 吉岡正史君登壇〕 

○市民部長（吉岡正史君） 

今ほど長期見通しについては、福祉事務所長の言ったような状況がございます。したがいまして、

今現実に待機者がいるわけです。この方々をどうするかということだと思っております。 

そういう中で、今、どうしても在宅にいらっしゃる方々がいて、なおかつその数がある程度、一

定の方がいれば夜間サービスも成り立つわけです。そうすればサービスができるんですが、今、そ

れができないような状況でございます。 

そういった中で、今、市としてどうやればいいかという明確な答えはなかなか出せませんけれど

も、やはり在宅介護を支援できるように、例えば市街地においては訪問看護、あるいは場合によっ

ては夜間への拡大とか、そういうものができるような施策を、１つずつ打っていくしかないかなと

いうふうに思っています。今すぐの解決方法は確かにないんです。そういうことでありますけども、

在宅介護応援りほーむ事業をやるのか、市町村で何とかこの介護保険以外の事業でそういった施設

と、それから在宅の格差を少なくするような施策を考えていかなければならないというふうには考

えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

今言われましたように、この格差ですよね。私は一番大きな違いは認定者の生活があるか、ない

のか。施設に入れば日常生活はありません。ましてや４人部屋でありますと、仕切りをしてもプラ

イバシーはなくなるわけであります。災害避難所と同じであります。認定者の希望は、住みなれた

自宅で暮らし続けたい、これが一番の願いになっております。 

法律はこうなってます。国及び地方公共団体は、被保険者が可能な限り住みなれた地域で、持っ

ている能力に応じて日常生活を営むことができるように、介護保険、保健医療、福祉サービス、介

護予防施策及び日常生活支援施策、医療、住居に関する施策と連携をして、包括的に推進するよう

に努めなければならないというふうに、これは法律で書いてあるわけですよね。１５条の１３であ

りますけれども、在宅介護で日常生活を保障することが、私は保険者に課せられてる大きな責務だ

と思うんですよね。ここの点についてはどうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 
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○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

保険者にとりまして要介護者の生活を守る、安定した生活をしていく上での支援というのは、必

要であるというふうに考えております。 

そういう中で国からの指針では、例えば地域の中で見守り体制であるとか、いろんなボランティ

ア、それから民間企業と手をとり合い地域でもって支え合うという、そういう方策。また、在宅医

療という形で、安心して暮らせるような地域づくりをしていく必要があるというふうに思っており

ます。まだこれから道半ばではございますけれども、在宅で、安心して暮らせるような体制づくり

に努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

この考え方は、要認定者の個人の日常生活を守るというところから出発をしなければ、介護保険

制度は成り立たないというふうに言ってるわけですよね。それが一番なんだ。施設に入ってもらう

というのは、これはその次の段階であって、まずは、その要介護者の日常生活を守る、ここからや

っぱり基本的なものを出発しなければ、私は介護は成り立っていかない。 

今までは介護家族のことでデイサービスだとか、いろんなことが出てきましたけれども、これか

らはやっぱり個人をどう見ていく、ここのところがはっきりしないと、私は施設だとか、いろんな

ところの方針もやっぱり出てこないというふうに思いますので、ここはきちっと認識をいただきた

いと思います。 

それから定期巡回、あるいは随時対応型訪問介護・看護、これは今のところやってない、あるい

はできないという先ほどの話もありましたけれども、その取り組みですよね、どういうふうにやっ

てこられたかというのを、経過を教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

この事業につきましては最近できた事業でございますが、在宅で暮らす方にとりまして、例えば

訪問看護であるとか、そういう医療系のサービス、または定期的にヘルパーさんが入っていただく

というようなサービスを望んでない方も結構いらっしゃいます。ということは例えばショートステ

イでありますとか、デイサービスでありますとか、ほかのサービスで何とか賄っているというふう

に考えております。 

今後、また施設整備がなかなか進まないということになりますと、夜間のそういう定期巡回も必

要になるかと思いますので、また事業所のほう、また認定を受けている方のご家族の方からもお話

をお伺いしながら、検討してまいりたいというふうに思います。 
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以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

これは今、大変難しい問題でありまして、新潟県の中でも上・中・下越、サービスを提供してい

るところ、多くないというふうにも伺っております。 

近いところでは上越でサービスを開始されました。１社だけでありますが、１事業所なんですが、

去年から始めて、ことしの８月ぐらいから、ぐっと一気に上がってきたという、私、お話を聞かせ

ていただいたんですが、現在１３人くらいで利用しているという状態であります。 

この事業者の方は、糸魚川市にも事業所がある方であります。そうしますと糸魚川市でも、やっ

ぱりやれるめどはあるんじゃないかというふうに思いますけれども、そこら辺の調査、お話し合い

をされているかどうか、経過をお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

糸魚川市にあります事業所とはお話はお聞きしておりませんが、上越市の状況も踏まえまして、

事業所とお話をさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

ぜひお願いをしたいと思います。 

次に移ります。 

認知症の関係でありますけれども、ことしの８月９日に名古屋地裁で判決が出ました。内容は、

家を出て徘回していた認知症の男性、９１歳でありますが、線路内に入って列車にはねられ死亡し

た、こういう事件であります。 

遺族に対してこの判決は、事故を防止する責任があったとして７２０万円の補償を遺族に命じま

した。認知症の人を支える家族の責任を重く見た判決であったわけでありますが、これに対して懸

念が広がっている。９月２７日に報道がありましたが、皆さん、この内容を読まれましたか、お聞

きします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡市民部長。 〔市民部長 吉岡正史君登壇〕 

○市民部長（吉岡正史君） 

新聞、それからテレビ、ラジオ、そういう報道で私も受け取りました。非常に認知症を抱える家
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族にとっては、厳しい判決だと私は受け取りました。その入った場所が明確かどうかというのは、

ちょっと私はわかりませんけれども、私の個人の考えです。あまりにも認知症を抱える家族にとっ

て、そこまで負担を求められるのかという気持ちはいたしました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

事故は２００７年１２月に起きたわけであります。この方も週６回、デイサービスに通っていた

のでありますが、帰ってきた直後、これを支えていた長男の妻と、それから介護をしている８５歳

の妻も、これ要介護１の方でありましたけれども、一瞬まどろんだすきに、徘回して亡くなったと

いうことであります。 

今、確かに言われたように在宅介護をしている、特に、徘回を抱えている家族にとっては、大き

なショックだと思いますけれども、この判決によって、今後、家庭、それから施設でどんな影響が

出てくるのか、予想されるのか、お聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡市民部長。 〔市民部長 吉岡正史君登壇〕 

○市民部長（吉岡正史君） 

いわゆる、そういう認知症を抱えた家族、それから、そういう方々をお預かりしている施設につ

いては、さらなる監視の強化を求められるわけですけれども、果たして本当にできるのかというの

が、私の１つの、先ほどからも申し上げているように疑問だと思っております。 

はっきり申し上げれば、例えば今回の場合は鉄道会社が相手ですけれども、鉄道会社だって、当

然、踏切みたいなところから入られれば、なかなか難しいけれども、やはり鉄道会社においても自

分たちの能力の範囲内で、そういう事故を未然に防いでいくという責任もあるのではないかと私は

考えております。 

ただ、家族にとっては、今回、さらなる監視強化を求められるわけですので、果たして本当にで

きるのかというのは疑問に思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

確かに言われるように、そういうことだとは思いますけれども、認知症の人たちがその人らしく、

安心して住みなれた地域で、穏やかに日常生活を送っていく、これを保障するために社会環境、あ

るいは介護、あるいは福祉というものが成り立ってきているわけでありますけれども、この問題に

関しては今言われたように、この問題を関係者でやっぱり話し合って、家庭や施設がやっぱり鍵を

かけていくということに、私は走るんだろうと思いますね。極端に言えば徘回保険みたいなものを

かけていなきゃ、おっかなくてこんなこと、いつ何どき訴えられるかわからんというような状況に

なってくるんだと思いますが、ぜひこれは皆さん関係者で話し合って、そういう方向にはならない
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ようにどうしたらいいんだ、あるいは支えていく環境を、もっとサポーターをふやして、みんなで

認識をして守っていこう。この方向を、さらに強化をしてもらいたいというふうに思います。 

それから、このにっこり手帳でありますけれども、これは私、どこでつくられたんか、これを糸

魚川市はどういうふうにしていきたいのか、今現在、どういうふうなところに配布されているのか、

そこをお聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

にっこり手帳につきましては、県のほうで中心になりまして、上越圏域で各市町村、各事業所さ

んの代表の方から集まっていただいて、にっこり手帳の作成をさせていただいております。 

今現在こちらのほうに、ケアマネさんの事業所、あと地域包括支援センターのほうにお配りをさ

せていただいておりますが、実際、使ってられる方というものは、今のところ私のほうで把握して

おりませんが、一、二件ではないかというふうに思っております。 

また、中身を見ますと、なかなか書くのに、どんなふうに書いたらいいんだろうというところが

難しいところもございます。そういう部分につきましては事業所のほうから、いろいろとアドバイ

スをしていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

これは中身を見ますと、きちっと情報を書けるようになっておりますし、これを今後どういうふ

うに役立てていこうとしてるのか、これをきっちり糸魚川市として、施策として皆さんに配布をし

て情報を集めていくんだと、１つのものに結実をしていくんだという、そういう決意のもとでこれ

が進められているのか、その点についてお伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

基本的には、皆さんに進めていきたいというふうに思っております。その手帳を使いまして例え

ば医療機関、あとサービス提供事業所のところに持っていったときに、何回も同じことを聞かれな

いように、この方の日常の状況を把握できるような手帳として役立てていきたいというふうに考え

ております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

そうしますと、これから広めていくんだということで理解をいたします。 

次に移ります。 

自立度の評価と健康増進の連携についてでありますが、今、私は市民厚生におるわけであります

が、千葉県浦安市の夢のみずうみ村で展開されたデイサービス方式ですよね、これを見てきたわけ

でありますが、皆さん、行かれた方がいらっしゃると思いますけれども、どういうふうに感じたか、

お話をお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

１０月に市民厚生常任委員会の委員の皆様と私も同行させていただきまして、浦安の夢のみずう

み村へ行ってまいりました。そこはデイサービスの事業でございまして、普通ですと、デイサービ

スといいますとバリアフリーになっていたり、いろんなことがお客様として利用をしているような

状況を私のほうで把握しておりましたが、そこでは入った段階で１日の作業につきまして、ご本人

さんがこれとこれをやるというような自主的なもの、それと、あといろんな運動をやることによっ

て、そこの施設のほうで通用しますＹＵＭＥという通貨をいただいて、例えばコーヒーを飲みたい

のであれば、その通貨を使いましてコーヒーを飲むとか交流をするとかということで、その施設自

体が１つの村になっているというような状況でございました。それについては非常に大きいショッ

クを受けまして、デイサービスではこういうこともやっているんだなというふうに思ってまいりま

した。 

また、糸魚川市内の事業所のほうでは、どういうふうな取り組みをしているか、ちょっとまだ把

握はしておりませんけれども、こういうような事業もあるということを提案してまいりたいという

ふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

私たちも大きなショックを受けてきたわけでありますけれども、こういうやり方もあるんだとい

うことが認識をできて、大変有意義であったというふうに思います。 

この山口市の社会福祉法人でありますが、ここが発祥なんですね。全国にこのバリアアリー方式

というのが広がっておりまして、その理由は、通ううちに要介護度が軽くなる人が多い、ここがポ

イントだと思います。そういうまれな施設であります。上げ膳据え膳、こういう介護では生活力は

戻らない、あるいは手厚い介護は逆に生活力を奪ってしまう、こういう結果になるというところも
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出されております。 

全国で非常に引き合いが多いというふうにも聞いておりますけれども、糸魚川市もこの社会福祉

法人ですよね、企業誘致してみたらどうかと思うんですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

加藤福祉事務所長。 〔福祉事務所長 加藤美也子君登壇〕 

○福祉事務所長（加藤美也子君） 

お答えいたします。 

提案として受けとめさせていただきますが、現段階では今ある事業所に、今の夢のみずうみ村の

状況の提供をさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

ぜひお願いしたいと思います。 

それから増進ということでありますけれども、これは県内でも今盛んに行われておりますけれど

も、三条が健幸マイレージということでポイント制ですよね。健康なもの、あるいはそういうのに

取り組んでいる方に対して、インセンティブを与えていくというような取り組みもあります。こと

し十日町も、それに踏み切ったというふうに聞いてます。お食事券を、指定されたものの４つのう

ちの３つをクリアすれば抽せんでというふうな感じが出ております。 

ここも糸魚川市も健康増進、あるいは各種健診事業、そういうものに対して、やっぱりポイント

制みたいなものも研究を始めたらどうかと思うんですが、その点についてお伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

岩﨑健康増進課長。 〔健康増進課長 岩﨑良之君登壇〕 

○健康増進課長（岩﨑良之君） 

よろしくお願いします。 

実は庁内の健康に関しての連携ということで、ほかの議員さんにもいろいろご提言をいただいて

おりますので、当課といたしましては健康チャレンジ事業というのを取り組んでおりまして、それ

を拡大する中で、例えば今、ご提言の特定健診や各種検診、あるいは当課で取り組んでる運動教室、

あるいは他の課で取り組んでいる、いろいろの健康に関する例えば講座とかイベントがございます

ので、そういうものを連携していきたいというふうに、今、課内で検討させていただいておりまし

て、具体的にはポイント制度だと思いますが、ただ、内容的には、やれる範囲からやっていきたい

というふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 
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古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

ぜひ研究をお願いしたいと思います。 

次に、食物アレルギーの関係に移ります。 

先ほど５９人、あるいは４５人、小学校の場合、人数を報告をいただきましたけれども、糸魚川

市は給食関係者の皆さんのご努力で、今のところこういう事案はないというふうにも伺っておりま

すけれども、アレルギーを発症する子どもたちの確率、これはどのくらいの割合でしょうか。ある

いは急性ショックですよね、こういう症状をお持ちの方がいらっしゃるのかどうか。それから少子

化でありますけれども、これからこういう食物アレルギーを持つ子どもさんたちは、ふえていくと

いうふうにお考えでしょうか。その点、お聞かせいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊奈教育次長。 〔教育次長 伊奈 晃君登壇〕 

○教育次長（伊奈 晃君） 

お答えいたします。 

先ほど教育長が述べました園児では５９人、小・中学校では４５人、これは全体に占めますパー

セントでいきますと、園児のほうは４.６％、それから小・中学生では１.４％ということでござい

ます。これは最近、全国的にもふえておる傾向でございます。やはり食生活とか生活環境の変化等

があると思います。 

ただ、小さい子どもは、まだ消化機能とか、そういう免疫に対する機能が弱いということもあっ

て園児等は多いんですが、だんだん年齢が進むにつれて、症状が改善していくという傾向はありま

す。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

取り組みの現状でありますけれども、これは書面を保護者の方に提出をしていただくということ

になっていると思いますが、これには医師の診断書、これは必ずつけるんですね、確認させてくだ

さい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊奈教育次長。 〔教育次長 伊奈 晃君登壇〕 

○教育次長（伊奈 晃君） 

通院していただいてその症状、それから診断書と指示書ですね、どういうものにアレルギーがあ

るというような診断書等そういうものをつけていただいて、申請していただくという方式になって

おります。 

以上です。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

出していただいた後は、職員さん全員で周知徹底を図るんだろうというふうに思いますけれども、

日常の確認ですね、これはどういうふうになされているのか。あるいは、事態急変というふうにな

った場合の訓練等々、この辺まで含めてやっておられるのか、お聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊奈教育次長。 〔教育次長 伊奈 晃君登壇〕 

○教育次長（伊奈 晃君） 

各学校では、その子その子の症状、あるいはリスク等を把握しておりまして、特に市内では１名

だけ、エピペンを所有している子どもがいます。これにつきましては、その学校ではエピペンの打

ち方とか、実際に体験とかしておりまして、昨年の調布の例では、エピペンを打ち損ねたというの

もありますので、そのようなことで、そうならんように特にエピペンの打ち方、それからすぐに打

つということで学校では対応しております。各学校でもそれぞれのアレルギー症状に応じて、各学

校での対応をしておるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

事態が急変するということで、これは命にかかわるということでありますけれども、そういった

今の流れ、これは教育委員会としてきちっと現場とやり合って、それで方針をつくっている、こう

いうふうに理解してよろしいですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊奈教育次長。 〔教育次長 伊奈 晃君登壇〕 

○教育次長（伊奈 晃君） 

今まで申したとおり各学校で子ども子どもで、いろんな症状が違う子どもがたくさんおります。

それぞれ学校で、その子に対応したマニュアルをつくって、それと教育委員会で提出いただいて、

お互いに納得した中で進めておるという状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

最後にありますけどもヒヤリハット、あるいは行政との現場、そういう情報の共有ですよね。今、

お話をお聞きした中によれば、そこは私はあんまりはっきりしてないと思うんですよね。教育委員

会として、やっぱりどんな小さなことでも情報をいただいて、それを教育委員会としてのきちっと
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した方針を現場に示す、これがやっぱり私は大事だと思うんですが、もう１回お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊奈教育次長。 〔教育次長 伊奈 晃君登壇〕 

○教育次長（伊奈 晃君） 

例えば昨年の調布の例とか、いろいろ全国でも起こっています。これはやはり何といっても人為

的なミスです。対象者とかアレルギー物質がどうのこうのとか、除去食とかをつくって対応してい

るはずなのに、そういうことが起きるということは、どこかでミスが起こるということでございま

す。 

当然、そういうことが起きれば教育委員会へ報告していただいて、それを同じような園、あるい

は学校に連絡する。それから、今言った全国で起きてる状況を、それも情報を共有するという意味

で、教育委員会と園・学校と共有していくと。それが自分たちが行っている方法が、またほかで起

きたことと同じように起きないかどうか、確認とか検証をするために、やはりそういう情報共有を

していく。行っておりますが、また今後とも、さらなる情報共有に努めていきたいというふうに思

っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

補足して、お答えさせていただきたいと思います。 

やはり担当者だけではなくて、周りもみんなで支えていかなくてはいけない部分があろうかと思

いまして、このようなバッチをつくっております。食物アレルギーですというような形で、これは

卵と魚というような形で、やはりみんなで確認をし合ったりして、それに対して対応できるような

形をとっていけばいいのでないかなということで、なるべく多くの人に、みんなに知っていただく

ことも大事かなというようなことも行っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

先ほど言いましたように私は社会的に環境を、どういうふうにみんなで支えていくんだというと

ころが必要かなというふうに思います。今言われたバッチの問題も、それも皆さんつけたほうがい

いのかどうか、まだ判断はつきませんけれども、それをこれからやっていくんだとすれば、地域の

皆さんにも、そういうことがあるんだということが認識できていくというふうにも思います。 

それから、もう１つ確認なんでありますけれども、給食室の中でありますが、こういうふうに食

物アレルギーのある子どもさんに給食をつくるということになると、大変気をつかう、緊張すると

いうことがあろうかと思いますけれども、環境面、区分けをしたところでやられているのかどうか、

そういう施設になっているかどうか、お聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（樋口英一君） 

伊奈教育次長。 〔教育次長 伊奈 晃君登壇〕 

○教育次長（伊奈 晃君） 

本来は給食室の中で別なエリアといいますか、こういう場所があれば最高なんですが、施設によ

っては、新しい施設といいますか、そういうのがありますが、そうじゃない施設は一般のつくる場

所と分けたテーブルといいますか、そういうところでつくって、混入しないような方法で行ってい

るところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

ぎりぎりのところでやっておられるということですので、ぜひともご配慮をお願いしたいという

ふうに思います。 

それから給食の対処方法でありますけども、代替食、除去食、お弁当とありますけれども、糸魚

川の場合、これはどれが一番多いですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊奈教育次長。 〔教育次長 伊奈 晃君登壇〕 

○教育次長（伊奈 晃君） 

一番多いのは、除去食が一番多いです。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

除去食ということになると、代替食はやっていらっしゃらないんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊奈教育次長。 〔教育次長 伊奈 晃君登壇〕 

○教育次長（伊奈 晃君） 

先ほどご指摘いただいた除去食、代替食、弁当、３つともやっておりますが、除去食が一番多い

ということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

行政・学校・医療機関ということでありますが、これは専門的な知識も必要になることから、こ

ういう勉強会、それから食育を考えての講演会等々を企画をされているかどうか、お話をお聞かせ
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ください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊奈教育次長。 〔教育次長 伊奈 晃君登壇〕 

○教育次長（伊奈 晃君） 

各学校、園のそういう給食担当者とか、そういう方については市で主催するアレルギーの講習会、

あるいは放課後児童クラブでもおやつ等の問題があるわけですが、そういう指導員への研修会も実

施していきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

岩﨑健康増進課長。 〔健康増進課長 岩﨑良之君登壇〕 

○健康増進課長（岩﨑良之君） 

健康増進課で取り組む料理教室等につきましては、基本的には成人の方が対象になっております

ので、特にアレルギーについては、先ほど保健師に確認しましたけど、やはり当課にそういう照会

事項はございませんので、特にそういうアレルギーに対してのものは、当課では行っておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

古川議員。 

○８番（古川 昇君） 

食育に関しても、私はきっちりやっていただきたいというふうに思います。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（樋口英一君） 

以上で、古川議員の質問が終わりました。 

ここで１１時２５分まで、暫時休憩いたします。 

 

〈午前１１時１３分 休憩〉 

 

〈午前１１時２５分 開議〉 

 

○議長（樋口英一君） 

休憩を解き会議を開きます。 

次に、吉岡静夫議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 〔１５番 吉岡静夫君登壇〕 

○１５番（吉岡静夫君） 

改めて、おはようございます。 

早速、始めさせていただきます。 



 

－ 326 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

１、市政を進めるうえでの基本姿勢。 

「昭和史」の著者、半藤一利さんが、こんなことを言っておられました。 

「昭和史から何を学んだか、学ぶべきか。その大きなひとつは、『国民的熱狂をつくってはいけ

ない』ということ。もうひとつは、『すぐに成果を求める短兵急な発想をやめなければならない』

ということ。さらにもうひとつ、『空気や現象で動かされてはならない』ということ」。 

このことは、国であれ地方であれ行政を進めていくうえで、あるいは行政が進められるうえで、

その根っこに置いて私たちが取り組み続けなければならない基本姿勢だ、哲理だと私は確信します。 

市長、このことについてどうお考えですか。お伺いします。 

２、「強さ」、「勢い」を追う行政。ということで、まずは次の２点に絞って市長のお考えをお

伺いします。 

(1) 「ジオパーク」について。 

  このことについては、これまでも何回か取り上げさせていただいてまいりました。 

  私たちが、この地域の地理や成り立ちなどを学理的に学び知ることはそれなりに大切なこ

とです。 

  しかし、だからといって、「ジオパーク、ジオパーク」のかけ声かけのもと、「それ行け、

やれ行け」とばかりにまさに「強さ」や「勢い」で突き進む。これでいいのだろうか、と私

は思うのです。 

  「何を消極的な」とか、「まちのためにやっているのに水をさすのか」と言われるかも知

れません。しかし、市民のなかには、それぞれそれなりの考え方、行政像があって当然。と

いう受けとめ方に立ってあえて改めて市長のお考えを伺います。 

(2) 「新幹線」について。 

  このことについては、私が議員として活動しはじめた平成３年以降ことあるごとに訴え・

主張させていただいてまいりました。 

  それは、「新幹線は、全国の高速交通網を国民のものにするという『光』の部分とともに

抱きあわせのかたちで在来線問題など身近な足の部分が住民から遠のいてしまいかねないと

いう『陰』の部分もあわせ持っている。こういった両面性へ目を向け、むしろ『陰』の部分

に力を注ぐべきだ」というものでありました。 

  市長、このことについてどうお考えですか、お伺いします。 

３、「弱さ」、「非力さ」にこだわる行政を。 

「強さ」「勢い」の対極にあるものとして「弱さ」「非力さ」が考えられます。それらの具体例

としていくつかを取り上げ真正面からの取り組みを訴え続けてきました。 

ただ、それにしてもそれらの多くが「いまごろそんなことを言っても」とか、「もうきまってし

まっていることなので」と言われかねないことがらであることは事実です。 

しかし、あえて訴えさせていただきたい。これらのどれもが「それにしても変だよなあ」とか、

「どう考えてもオカシイよなあ」といういわば庶民感覚的なつぶやきであるということを。 

市長、そのあたり、あるいはおわかりのことと思いたいのですが、あえて個別にいくつかの具体

例をあげさせていただきお考えをお伺いします。 

(1) 「姫川病院」について。 
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  「『市立』ではないので」と言われるかも知れない、「もう終わったことなので」と言わ

れるかも知れません。 

  が、ことの本質は終わっていません。市が関与し、市民が関わり続けている問題です。今

後の対応も含めてどう考え、どう対応されようとしているかお伺いします。 

(2) 「桂・工場建設問題」について。 

  これは前回も言いましたけれども、自省・自戒を込めながら取り上げ続けてきました。 

  その後どのような動きがありましたか。さらに、この問題を含め、この種の問題について

基本的にどう対応すべきかについてもお考えをお伺いします。 

(3) 「柵口・温泉センター」について。 

  性格・歴史・立ち位置の違う各施設を一緒くたにしての「一本化」という市のいまの方向

づけに対しては、利用者・関係者から多くの疑問・不安の声が根づよく続いております。 

  公と民のあるべき取組み方、さらには指定管理者制度のあり様が問われている今だからこ

そ「一本化」を考え直し、「民」の声を活かす。今がチャンスです。どう考えますか、改め

てお伺いします。 

(4) 「糸魚川駅前アーケード」について。 

  一方で「新幹線、新幹線」の声がけが高まる一方で肝心の駅前アーケードがこれまでのも

のより約半分近い幅になるなど、「オカシイ」の声があります。 

  本来、「地域全体」「市全体」の施設なのに、の声もあります。その根っこをどう考えま

すか、お伺いします。 

(5) 「高齢化」対応について。 

  予測をはるかに超える勢いの「高齢化」。いまや「高齢化」は「特別な」「弱い」という

限定された問題ではなく「誰もが」「当然」自分の問題として対応する課題です。 

  ということで今回は、特に身近な問題に絞って取り上げます。 

  「広報いといがわ」「おしらせばん」の手配り体制、具体例として回覧板の手回し体制の

見直し、これらの改変を考えるべきと考えますが、お伺いします。 

４、「市の情報公開」のこれから。 

前回、私は「市広報」のあり方について「単なるおしらせの送り手と受け手になってはならな

い」と訴えました。対して市長は「正確な行政情報はわかりやすく提供」と答えました。 

そこで改めて伺います。 

(1) 今回、前述３項で取りあげた具体例について、それらの問題点があるとすればどのように

市民に「広報」しているか。改めてお伺いします 

(2) いま、国段階で「特定秘密保護法案」、これはもうニュースのとおりです、をめぐって大

きく揺れ動いております。当然地方にも関わってきます。「市情報公開条例」と関連しての

市民、市行政、この情報共有の真価がさらに問われることも十分考えられます。 

  基本的な対応姿勢などをこの機会にお聞かせください。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 
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米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

吉岡議員のご質問にお答えいたします。 

１番目につきましては、吉岡議員のお考えに対して、論評や意見は差し控えさせていただきます。 

２番目の１点目につきましては、ジオパークの活動は今ある自然資源や大地の多様性に基づき歴

史、文化等の保護、保全。そしてそれらの活用によって、住民と行政が一体となって行うまちづく

りの手法の１つであります。 

２点目につきましては、県や沿線市がえちごトキめき鉄道株式会社に支援を行い、市民に身近な

鉄道である並行在来線を存続させ、利便性の向上や利用促進が図られるよう一緒に取り組んでいく

ものであります。 

３番目の１点目につきましては、これまでお答えしてきたとおり、新たな対応は考えておりませ

ん。 

２番目につきましては、企業誘致は定住人口増に向けた働く場の確保に不可欠であり、用地買収

の交渉を継続いたしております。 

３点目につきましては、日帰り入浴機能の充実を図る中で、権現荘への機能統合を図ってまいり

ます。 

４点目につきましては、行政報告で申し上げましたとおり、駅前銀座商店街振興組合による商店

街活性化事業計画が法認定を受けており、これまでと同様に支援してまいります。 

５点目につきましては、市の広報紙等は、それぞれの自治会から選任された嘱託員から配布をい

ただくことを基本といたしております。高齢化等により嘱託員の選任が困難な自治会につきまして

は、個別の相談に応じております。 

４番目の１点目につきましては、９月定例会でお答えしたとおりであります。 

２点目につきましては、情報公開条例に基づき市が保有する情報を公開し、公正で民主的な市政

を推進してまいります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もございますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

１番目の市政を進める上での基本姿勢というのは、私は２、３、４と各論のほうへ移って取り上

げる、その総論的なものであります。したがって最後に、あるいはこれに絡めて取り上げることに

なろうかと思います。 

そこで２番目の強さ、勢いを追う行政ということで、このレジュメのとおり話を進めさせていた

だきたい。 

断片的なお伺いの仕方をするかもわかりません。よろしくお願いします。 

このジオパークというのは、これは日本では幾つ、世界では、個数で言っていいのか、あるんで

すか、それをお聞きしたい。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

藤田交流観光課長。 〔交流観光課長 藤田年明君登壇〕 

○交流観光課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

今、日本のジオパークですけれども、日本ジオパークとしては会員が３２地域、そのうち世界ジ

オパークとして登録されているのが６地域となっております。そのほかにもジオパークを目指す地

域ということで１５地域、関心のある地域として１１地域ということで、日本全国では１８６の市

町村で取り組みが進められております。 

それから世界ジオパークの加盟については、今回の加盟の結果として、たしか１００地域になっ

ていると思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

今、世界の規模でいえば１００ということでありました。さあ、そこでちょっと問い方を変えて

言うと、世界遺産というのがあります。これはどのくらいあるんですか。 

○議長（樋口英一君） 

暫時休憩いたします。 

 

〈午前１１時３７分 休憩〉 

 

〈午前１１時３８分 開議〉 

 

○議長（樋口英一君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

ユネスコというものに関係しておるというふうに私はジオを聞いておる。さあ、そうなるとユネ

スコとの関係というのはどうなっているんですか、これは。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

ユネスコの支援する事業でございます。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

それではユネスコに関係する世界遺産というのはどうなんですか。これはどうなっているですか、

支援ですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

世界遺産はユネスコが行っている事業であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

これ以上、あまり深追いはしないつもりですけれども、しかし両方とも、じゃあ今、市長に聞く

けど、ユネスコで直接やっておるのが世界、それからユネスコの支援を受けてやっておるというの

か、かかわっておるのがジオ、じゃあこの違いはどこにあるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

藤田交流観光課長。 〔交流観光課長 藤田年明君登壇〕 

○交流観光課長（藤田年明君） 

まず、世界ジオパークネットワークという形での加盟ということで、その加盟については、世界

ジオパークのネットワークのほうで審査して決める形になりますし、世界遺産等については、ユネ

スコが審査をして決めるような形になると思います。そういう中で、今、世界ジオパークのネット

ワークについても、ユネスコのそういった正式プログラムになるようにということで、働きかけを

している最中であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

それからこの間、言葉は私は正確じゃないかもしらんけれども、再認定ということでありました

ね。では、その再認定というのはもうちょっと詳しく言うと、どういうことを言っておるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 
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今、ジオパークの基本ガイドラインに沿って活動をしているか否かというところで、してないと、

やはりレッドカードになったり、イエローカードになったりするわけでありまして、その基準に沿

って活動してることになりますと、４年間の中で認定をいただけることになっております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

そこでまたお聞きしますけれども、その再認定というのは、今、箇所数が担当課長からも話があ

りましたけれども、この再認定というのは、日も浅ければそういうことないんだろうけど、認定さ

れないというケースがあるのか、あったのか、それはどうなんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

数多くあります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

数多くって抽象的に言われても困る。じゃあ今、国レベルでいうと３２、世界が６、そういうよ

うな数を言いました。１８６、世界では１００と。じゃあその中で、どれだけが認定されなかった

んですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

藤田交流観光課長。 〔交流観光課長 藤田年明君登壇〕 

○交流観光課長（藤田年明君） 

今回の日本の世界ジオパークの再認定については、今回の再認定の中では全て再認定されており

ます。ただ、日本以外の世界の中では、再認定されなかった地域があるというふうに聞いておりま

すが、具体的なところは、ちょっと私のほうは承知しておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

私ももちろん不勉強ですから、逆に調べればよかったんかもしらんけど、市長にしろ担当課長に

しろそういうケースまで、生意気を言わせてもらえば認定されないという件数、その辺は把握して

しかるべきだと私は思います。なぜ認定されなかったのか、そういうことをやるのも私は大事なこ

とだと思うんですよ。その辺を私は言わせてもらいたい。どう思いますか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

毎年、また４年ごとというのは、全部が４年ごとじゃなくて、申請は毎年出す部分があるわけで

ございますので、毎年、毎年その変化があるわけであります。それを我々は、なかなか外国のやつ

まで把握ができないのが実情であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

そこまで言われてるんだから、これ以上は追及はしませんが、やっぱり私は大事だと思うんだ、

そういうところが。不認定というところがあれば、不認定というのは何なんだ、認定は何なんだ。

日本では全部というから、そういう意味では問題ないかもしらんけど、不認定があるということは、

どういう事情なんだということは、これはやっぱり追及というか、追跡してしかるべきだと私は思

います。 

世界遺産の中で、私はこれも半端な知識だけれども、ドイツのある、ちょっと名前はど忘れしち

ゃったんだけど、ドレスデンか何かの渓谷が、みずから世界遺産をやめてくれという、こういうケ

ースがあったということを聞いております。そんなこともありまして、あえてこのジオパーク、あ

るいは世界遺産、こういうものについてやはり深めたいということでお聞きをした。何かあったら

お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

私がわからないと言ったのは、要するに審査をして、結果が出て発表するまでの間が空白のとき

もあるわけであります。でありますから審査をその都度、申請を出したときにやっているわけでご

ざいまして、そういったところの中で、どこを切って、どこで我々は数を把握すればいいのかわか

りません。 

ただ、言えるのは、例えば今回９月９日、済州島でＡＰＧＮの国際会議があったときに発表され

ますから、そのときはわかるんですが、また今動いている部分がございます。２９カ国、１００ジ

オパークというのは、そのときの数字であるわけでございまして、本当に移動しとる部分があって、

なかなか我々は把握できないという部分でお答えさせていただきました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 
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○１５番（吉岡静夫君） 

一応、次へ移ります。 

３の弱さ、非力さにこだわる行政をというところで伺います。 

まず、姫川病院について。今さら、これまで市長答弁、あるいは、ほとんど市長だと思いますけ

れども、会議録なんかを見てみると、やっぱり市立ではない。だからこれまで市が金を出してきた、

これもみんないわゆる地域医療のために出してきたんだからという言葉が非常に多いんですけれど

も、問い方を変えて、あの建物について、あれは法的には、市が関係ないといえばそれまでなんだ

けども、無主物であって、その後、じゃああの土地を含めて、どう市が対応するかということにつ

いては、どうなんでしょう。ちょっとそこを明確にお答えいただければ、お答えいただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

斉藤企画財政課長。 〔企画財政課長 斉藤隆一君登壇〕 

○企画財政課長（斉藤隆一君） 

旧姫川病院の建物の所有につきましては、あくまでも所有権は糸魚川医療生活協同組合という建

物の所有者になっていますが、現実は糸魚川医療生活協同組合という法人は、既に解散をしてると

いう状況であります。その土地につきましては会社所有のもの、あるいはまた個人所有のものが存

在しているというのが、今現在の状況であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

これはもう市長をはじめ、しつこいなと思っておられると思います。けれども、たまたまこの間、

議会でも取り上げて、私、お話させてもらったんだけれども、いわゆる最高裁の前の高裁の判決の

中の一文の中に、地域医療の充実のため病院の誘致などを計画し、最終的に医療生活協同組合立病

院を開設するとして、そして本件組合が設立され、本件病院が開設されたという経緯があり、ここ

が私は大事だと思う、公的色彩の強い病院、この間も言いましたね、そういうふうに確かに最高裁

の門前払いのような結果ではあるけれども、その前の事実上の判決文としては、高裁でそういうこ

とを言っとる。それについて、改めてもう１回お聞かせいただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

我々はその判決文についてもわかりますが、その端々を捉えて判断はしておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 



 

－ 334 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

今、市長は端々と言うけど、これは端々じゃないんです。本質的な問題を問いかけておるんです、

高裁は、だから私はこれを聞いとるんです。全体で見れば、これはどう考えても準公立、準市立的

な問題です。だからやはり、何回もそういう答弁をもらいましたね。例えば税法上の問題とかいろ

いろあって、土地についてもどうにもできない。あるいは公平の問題もある、担当課長かな、市長

か、そういう答弁もありました。しかし、やはりさっき高裁判決、２度同じことを言ったけれども、

そういう問題というのは、これはやっぱりどう考えても準公、準市なんですよ。したがって、市長

の今の答弁だと、その端々というのは私には納得できない。どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

確かにその施設の行っていた活動や行動については、やはり市民の安全・安心をしっかり守って

いただいた。それに対して支援はしてきたわけでございます。そして、その機能がなくなったから

といって、じゃあそれは市民が享受を受けたものだからということで、市が全てそういうことは、

私はやっていいのかどうか。これは病院だからそういう機能、やはりそうではなくて、私は市内に

ある施設は全て市民が、やはり市民生活に必要な施設であるわけでございます。これは商店も同じ

であるわけでございます。 

そういう形の中で、今、そういった１つの状況になっているものに対して、感情的なもので流さ

れていいのかどうか。やはりしっかりとした法に照らし合わす中で、我々は対応していかなくちゃ

いけないものだろうと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

１つ１つ私と言うことの根っこのところは違うような気もするんで、はっきり言わせてもらうと

ね。何でしょう、市が全ての施設に手を出したり、支援とかそういうものはできない、それは当然

ですよ。だけど、この姫川病院に限って言えば、あそこにあるぺん村もあるけれども、言わずもが

な違うんですよね、本質的なものは。あの姫川病院というのは、そういう背景のもとにできたもの。

さらに、あの建物が今は幽霊屋敷になっている。一方では、土地がどうにもできない。こういう問

題を抱えておるからこそ私は、その税法上の問題もありましょうけれども対応する。これは何回も

同じことをやりとりしてますけれども、そういった対応を。いや、私が言われても困るというかも

しらんけれども、そういう問題をきちっとする何らかの一歩、半歩でもいいから出るものがないの

かと、こういうことを私は言ってるんです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 
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お答えいたします。 

私は何を基準にかかわるという形になるわけでございまして、病院だからかかわるのか、そうで

なければどうなのか。その辺はやはり１歩も２歩も１００歩も皆一緒であるわけであります。やは

り１歩出るということは、それなりのしっかりとした大義名分というのが私は必要になるものだろ

うと思っとるわけでありますが、それが中途半端なものの中で動くということは、私はできないの

ではないかなと捉えています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

できないのではないかなという表現でありました。その辺、これからどういうふうに状況が変わ

っていくのか、あるいは姿勢が変わっていくのかということを、残念ながら見守るしかないのでは

ないかなという気持ちが私はしております。 

この姫川病院の問題について果たして、これは姫川病院だけではないんですけれども、このまま

終わっていいわけではないんで、姫川病院だからというんじゃないんですよ、私は。医療を充実し

ていく、そのために今までやってきたわけですから、倒れた、さあ後はそのままになっている、こ

れでいいわけではない、今の市長の答弁もそうだけれども、そこをもう一歩進む。 

例えば今、姫川病院をどういうふうに、あるいは病院関係だからとか、あるいは医療関係だから

というふうに分けると、じゃあどこまでが市がかかわっていっている、そういう言い方にも聞こえ

るんだけれども、それをもうちょっと具体的にお聞かせをいただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

姫川病院をどうかしたいというご意見なのか、我々はあの土地や建物をどうかしたいとかという、

どちらかのご意見なのかちょっとわかりませんので、なかなかその辺のお答えはしにくいわけでご

ざいますので、我々といたしましては、今、非常に複雑な状況になっておる中においては、何かを

計画したり、何かをやはり進めていくという形の中においては、非常にほかの更地よりは、やりに

くい場所であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

おっしゃることは１つ１つ、それなりにまた立場もわかるし、おっしゃることもわかるんです。

しかし現実問題、それは感情的という言葉をさっき使われた、私に向かって。だけども感情的じゃ

ないんですよ。これはどう考えたって感情で言ってるわけじゃない。現に、例えば土地と建物に、

今限定しましょう。姫川病院の問題なのか、あるいは土地建物をどうするというのかといえば、例
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えば土地建物がどうなるかということは、姫川病院であろうがなかろうが、しかしその前の段階と

して公がかかわってきたという事実があるわけだから、だから市がかかわっていかなきゃならんの

だと、こういうことを言っておるんで、そこの辺ですよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

前段でもお答えしたように、やはり医療の支援をしてきたわけであります。姫川病院に支援をし

てきたわけではございません。医療に支援をして、地域住民の地域医療に対して我々は支援をして

まいってきたわけでありますので、私は施設に対しての支援ではないと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

非常に微妙なお互いに言い回しを、やりとりしてるような気がします。支援という言葉も、これ

前回も私、取り上げたんですが、行政のやはり私は１つの仕事だと思っとるんですよね、医療充実

というのは。そうなると支援という言葉、これはもうこれ以上、やりとりする必要はないんだけど

も、いや、必要がないんじゃなくて、やりとりしてもあるいは平行線になるかもしれない。その医

療というものは、私は公がやるべき仕事の１つではないか。人の生老病死にかかわってくるような

問題、そういう私は視点から捉えております。時にじゃあ支援というのは、どこからどこまで支援

なのかと、こういうことになるからね、そういう問題がありますので、これ以上、深入りしても何

か世界観か哲学観をやりとりするようですから、私はこの辺でやめますけれども、さあ、どうです

か、この辺は。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えといいましょうか、少し確認をさせていただきますが、私はさっき施設と言いましたが、

それは医療を今、地域医療を受け持っていただいているときには、その施設の器具等だとか改修だ

とかには、ご支援をしてまいりました。要するに、生きている病院に対しての支援はしてまいりま

した。 

しかし、経営母体が違うやつでしっかりやってきたと思ったんですが閉院をしたという、終わっ

た後に対しての支援というのは、なかなか我々は地域医療の貢献できる施設じゃないわけでござい

ますので、やはり医療の支援というのはできないわけでございますし、また、違った意味で何かお

考えがあったり、また、いろいろな計画がある中で支援せえというのならいいんですが、そういう

ものがない中で、糸魚川市が主体になった中でそれをできるというのは、ちょっと考えられないん

ではないでしょうか。 
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○議長（樋口英一君） 

暫時休憩しますが、吉岡議員、昼食時限なんですが、まだ質問１０分ありますので。 

○１５番（吉岡静夫君） 

いやいや、まだありますよ。 

○議長（樋口英一君） 

それでは昼食時限のため、１３時まで休憩いたします。 

 

〈午後０時００分 休憩〉 

 

〈午後１時００分 開議〉 

 

○議長（樋口英一君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

桂の工場建設問題について取り上げさせてもらいます。改めて、このことに関しては自省、自戒

を込めて、私はしゃべらせてもらっておるつもりであります。 

まず、おおよそでいいですが、大きく３つの土地がある。そしてあの両辺を含めて土地の買収、

あるいは造成、さらには道路、その他インフラ的なもの。おおよそ１億７,０００万円の市費が出

たと、それでよろしいか聞きます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

造成工事も含めまして、一応、予定をしておりました事業が全て終わらせていただきました。一

部、繰り越しをして２５まで延ばした事業もございますので、それらを含めまして全体の決算見込

みが立ちました。１万円以下は省略しますけども、１億７,２９７万円でございます。 

前回、９月議会におきまして吉岡議員からもご質問をいただいた際には、見込み数字で報告申し

上げましたのが、１億７,４０２万円という数字をご報告申し上げておりましたけども、前段申し

上げましたように、決算の見込みが立ちました数字は、今、報告したとおりであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

おおよそ１億７,３００万円ぐらいと、こういうふうに、それで私はよろしいんですが、じゃあ

一方、その抵当権のほう。あのときも全協その他でも出てきたと思うけど、抵当権つきの土地につ
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いては、もう１回聞きますが、どれだけの土地があって、そっちのほうはどうなっているか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

吉岡議員の今のご質問の中で、大ざっぱに３つというお話がございました。３つの全体の敷地面

積が７,２６８平米でございます。そのうち市が取得しました面積が４,７８１平米でありますので、

抵当権がついております土地の面積は、２,４８７平米ということになります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

つまり、あれは地形でいえば真ん中の土地ということですよね。さあ、そこで、それが今その後

どうなっておるのか、進んでおるのか。聞くとこによると８,６００万円ぐらいというふうに聞い

ておるんだけど、抵当権つきで、その辺も含めてわかるところがあれば教えていただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

抵当権の額につきましては、登記簿をごらんいただければおわかりになると思っておりますけれ

ども、そこは少し省略をさせていただきます。市長の１回目の答弁でもございましたように、今、

抵当権者、所有者と交渉中でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

ということになるとあれですか、抵当権というのは交渉中だということで、市はそこまで入り込

めない、あるいは情報がまだ入ってこない、全く見通しも立っていないんですか。その辺はどうな

んですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

９月議会の新保議員のご質問にもお答え申し上げましたけども、両サイド、市が購入しました土

地の単価を上限として、今、所有者並びに抵当権者に用地交渉をさせてもらっておる最中でござい

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 
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吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

こういう問題だからプライバシー的なものもあるんで、なかなか入り込めないとこもあると思う

けども、相手は抵当権者の業者の一部であります。そうすると、どこまで入り込めるのか、関係も

あるから非常に難しい、微妙な問題ではあろうかと思います。いずれにしても１億７,０００万円、

それにあと真ん中の土地、これまでの出てきた単価を簡単に掛ければ約５,３００万円くらいが要

るだろう、抵当権は別として、それでよろしいでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

今まで取得してまいりました単価が平米２万１,２００円でございますので、それに先ほど申し

上げました面積を掛けていただければ価格になると思っております。 

○１５番（吉岡静夫君） 

あなたの口から言ってよ、幾らか、言えない。 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

今、交渉中であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

見通しとしてどのぐらいを見てるかと、そういうことを聞いておるんです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今、本当に交渉中でございますので、具体的なことにつきましては、避けさせていただきたいと

思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

最初から、この間も言わせてもらったんだけれども、これは６月のところで、この議会も認めて

おるわけで、そういった意味では自省、自戒をしなきゃならんのだけれども、私自身も。ただ、そ

れにしてもこの問題は、そのままじゃあ今のところは動きがないということでありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 
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米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

最初の答弁の中でもお答えさせていただいたように、交渉中であるわけでございますので、継続

いたしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

内容が内容であるだけに、答弁の中でもこの前も言ったけれども、こういうケースは初めての問

題だということであります。その辺は、わからないでもない。しかし、このことについては、やは

り非常に大きな教訓と市長は言った。教訓もあるし、いろんな自省、自戒すべき問題がいっぱいあ

ると、こう思います、言われなくても。 

それから、次に柵口温泉センター問題であります。 

これはたしか、きのうも新保議員が非常に詳しく取り上げられて、私に言わせますと、ほとんど

言うところもないくらいなんだけれども、ただ、言わせてもらうとあの柵口温泉センター、さらに

は、これのもとというか、関連する権現荘。これはきのうのお話し合いの中にもあったけれども、

動線がどうのこうのという問題じゃない。はっきり言って公のかかわり方が問題である。これは何

も温泉センター、あるいは権現荘だけじゃない。 

三セクの２２年５月の市が出した資料によると、この柵口温泉の権現荘については行政目的のた

めの事業そのものの存在意義が乏しいと、こう言っとるんですね。非常にこれは貴重な文言だと思

います。ですから、いろんなところで言われておりますけれども、この権現荘について、あるいは

温泉センターについて、これは私の持論なんだけれども、あるいは、ほかにもそういう声が非常に

私はあると思っておるんですけれども、こういう３億円、４億円の金をかけて今ここでやるという

ことについては、非常に私は問題がある、いろんな意味で、と思いますがどうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

昨日、新保議員のご質問にも答弁いたしておりますけれども、中山間地域の地域振興の核として

市が所有し、ここまで運営してきておる施設でございます。そういう意味で、今後も地域振興の核

施設として市が改修をし、その後、２年間の間を置いて指定管理に移行するという形で、今後とも

地域振興、あるいは誘客施設、交流人口の拡大という面で、この施設を活用してまいりたいという

考えでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 
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そういう答弁は部長のみならず市長のほうからも、あるいはいろいろなところで答弁を聞いてお

ります。ただ、さっきも言った三セクの報告書を読みましたけれども、もともと公がどこまでああ

いうホテル的なものにかかわっていく、これは民業圧迫という問題もありましょう。それだけじゃ

ない、公がどこまでかかわるかという問題を抱えておるんですよ。その問題について失礼ながら、

きちっとしたものがないまま、そう言うと、いや、そんなことないと言うかしらんけど、私はここ

で３億円、４億円の金をかけるということについては非常に問題がある。一方では、同じことを繰

り返すけども、健康あるいは福祉、そういったもの。金子部長が言われるのはわかる、わかるけれ

ども、そういったもので私はむしろセンターの独立を今、図っておく。そのぐらいのものがあった

ほうが後々のためだと、こういうふうに言っておるんです。どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

権現荘の改修につきましては、この当初から使ってきた施設が老朽化をして、ただ壊せばいいと

いうことではなくて、壊すことによって営業にも差し支えるわけでございますので、それを改修し

たい。そして、あわせてその従業員の動線改修もしたいということでございまして、この改修あり

きで入ってるわけではございません。そして、それにあわせて同敷地内にある温泉センターの機能

を１つにして、より機能的に、または利便性を損なわないような形で進めていきたい。 

今は温泉センターにおきましても改めて言うまでもなく、一定の期間を過ぎてまいっとるわけで

ございまして、非常に老朽化もこれからまいってくるわけであります。そういった１つの機会を捉

えてさせていただきたいということでありますので、ご理解いただきたいと思ってます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

これはもういろんなとこで話を私もさせてもらっておるんだけれども、何回も同じことを繰り返

すけれども、老朽化にしても動線の問題にしても、それは確かに対症療法としては、それはやらな

きゃならない。わかるけれど、その前に公として何をやるのが筋なのか。 

私、前にも横浜の例を出したときに指定管理者の問題を言いましたけれども、ホテル的なものに

は市が、簡単に言や手を出すべきではない、やるべきではないという、そういう動きもあります。

私もそう思う。だからこれだけしつこく、この問題を取り上げておるんであります。このことにつ

いては、またこれからまだまだいろんな審議もありましょう、論議もありましょうけれども、そう

いうふうに訴えさせていただきたい。 

今、とりあえず高齢化のほうをちょこっと触れますけども、これはちょこっとになりますが、私、

この間、調べてみたところ、これはもう言わずもがなでありますけれども、２つほどの地区の小さ

い組合を聞いてみたら１９世帯のうち、それはどちらかというと在方というか山に近い、空き家に

なっているのが４軒、それから７０歳以上、これは６５歳以上がどうのこうのと言いますけども、
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７０歳以上で、これが６軒、６世帯と言ったらいいかな。そうすると約１９軒のうち半分が空き家、

さらには高齢世帯。そして広報を配ったりあれするのが大変だという、そういうことを聞きました。 

もう１つは、これは町場であります、本当の中心街でありますけれども、そこでもやはり１８世

帯で空き家が２つ、やはり７０歳以上が５世帯、したがって１８世帯のうち７世帯、非常に高齢化

が進んでおるということは事実、これはもう言われなくても、そういうことでこの問題を取り上げ

ました。嘱託員等を通じて個別の対応をすると、さっきの答弁でありましたけれども、改めて問題

を提起しておきます。 

それから市の情報公開、これはこの間も広報のアンケート調査やりましたね。これは９割方が市

の広報をあてにしとるそうです。それだけに私はこういう問題を取り上げて、ただ単にお知らせの

出し手と受け手じゃないんだよということをこの間も言いました。 

ただ、特定秘密保護法案を取り上げました。これがこれから情報公開とか、あるいは市民のある

権利とか、あるいは物を言う権利とか、いろんなものにかかわってくる。それでたまたま一昨日だ

ったか、安倍総理はこのことに触れておりました。一般の方には巻き添えにしないと、こう言って

おりました。いずれにしても、この情報公開の問題は、これから非常に大きな問題だと私は思って

おります。 

最後に、時間がないんですけれども、ジオパークというこのかけ声は非常にいい。でも、私はど

うしても弱いほうの立場に立ってしまわねばならんと思う。そこへもってきて、今言う桂では約

２億円近い、これは塩漬け状態ですよ、はっきり言って。それからその上の権現荘、そこでは４億

円近い金ですよ。そういうことでいいのか、私はよくはないと、もちろん。何も市長はじめ皆さん

を批判はしません。批判というか、おまえらが悪いんだぞ、おまえたちが悪いんだぞとは言わない。

しかし、そういう問題を抱えておる中であるから、もうちょっとやはり手厚い予算執行というもの

を考えなきゃならんな。その１つとして、私はこの２つを今取り上げました。 

以上です。 

○議長（樋口英一君） 

以上で、吉岡議員の質問が終わりました。 

これをもちまして一般質問を終結いたします。 

以上、本日の全日程が終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

大変ご苦労さんでございました。 

 

〈午後１時１９分 散会〉 
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